
（記入日）　　　年　　月　　日
（宛先）名古屋市長

 (
R８脱炭素
)補助金交付申請書兼実績報告書
（エネファーム）


　住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱第7条第1項の規定に基づき、下記の通り申請します。


記


１　申請者
 (
いずれかに
チェック
)　　個人区分（□ 個人　　□ 個人事業主	□ 管理組合の管理者）
　　法人区分（□ 法人　　□ 管理組合法人	　 　　　　　　　　）
	フリガナ
	

	氏名／法人名
	

	現住所
	〒

	(注）住民票の住所もしくは登記事項証明書の所在地を記載してください。

	代表者
役職氏名
	
	（注）法人区分の場合は
記入してください。

	生年月日
	　　　年　　　　月　　　　日
	（注）法人区分の場合は代表者の
情報を記入してください。

	電話番号
	
（法人区分の場合 担当者氏名：　　　　　）
	（注）日中連絡のできる電話番号
を記入してください。




２　問合せ先（この申請書について、詳細が分かる方を記入してください。）
（いずれかにチェック）□ 申請者本人　　　　□ その他（以下を記入）
	会社名･団体名等
	
	担当者氏名
	

	電話番号
	
	FAX番号
	


(注)問合せ先に、交付決定日及び交付決定番号等の情報を伝える場合があります。

３　施工した事業者
	事業者名
	

	所在地
（いずれかにチェック）
	□ 名古屋市内　　□ 愛知県内　　□ その他（　　　　　　　）




４　対象システムの設置（導入）場所
（いずれかにチェック）□ 申請者現住所と同じ　
□ その他（以下に住所を記入）※法人、個人（共同住宅に限る）
	住　所
	



５ 事業期間
	事業完了日
	年　　　月　　　日
	(注) 令和9年2月12日までに事業が完了することが交付要件です。


(注) 事業完了日は対象システムにかかる保証開始日又は住宅等の引渡日（対象システムが設置された住宅を購入する場合）のうちいずれか遅い日を記入してください。

６　誓約事項（本補助金を利用する場合は、以下の項目を確認のうえ誓約し、チェックしてください。）
	□
	申請内容に一切の虚偽がないことを誓約します。

	□
	住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱の内容を確認し、要綱に記載のある対象要件等を満たしていることを誓約します。

	□
	住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱の内容に違反している場合、交付決定の取消しを受けることに異議を申し立てません。

	□
	申請内容に不備や不足がある場合、補助金交付申請書を受付されないことに、異議を申し立てません。

	□
	申請者以外が所有している建物に対象システムを設置する場合、建物の所有者の承諾を得て申請していることを誓約します。



７　備考（報告にあたり特に連絡する事項があれば記入してください。）
	






＜家庭用燃料電池システム＞
家庭用燃料電池システムを設置した方は、次の８～１１を記入してください。
８　建築区分
	· 戸建住宅　□ 共同住宅　□ 建売・分譲          （該当するものにチェック）
※「建売・分譲」に該当する場合は「戸建住宅」や「共同住宅」に加えてチェック



９ 対象システムの概要
	燃料電池ユニット型式
	

	貯湯ユニット型式
	
	（注）設置しない場合は記入不要。

	発電出力
	
	kW

	製造番号
	
	（注）燃料電池ユニットの製造番号を記入。

	設置方法
	· 新設　　□ 増設　　 □ 入替 （いずれかにチェック）
※エネファーム以外の機器に代えてエネファームを設置する場合は「新設」、エネファームからエネファームへの入替の場合は「入替」を選択してください。

	(入替の場合)
本市補助金受給実績
	· 有　□ 無　（いずれかにチェック）

	（注）入替前の家庭用燃料電池システムが過去に本市の補助を受けて設置した場合であって、設置から6年間が経過する前に機器を処分する場合は、予め市長の承認を受ける必要があります。



１０　補助対象経費（税抜）（補助対象経費については、「家庭用燃料電池補助対象経費について」を参照)
	円



１１　補助金交付申請額
	30,000 円 



≪家庭用燃料電池補助対象経費について≫
①　補助対象経費となるもの
・燃料電池ユニット、貯湯ユニット、付属品（リモコン、配管カバー等）、配線や配　
線器具の購入及び据付
・配管や配管器具の購入及び据付
・上記工事に付随するその他工事に関する費用
・燃料電池システムの試運転に係る費用

②　補助対象経費とならないもの
（申請者が選択可能でシステム上必要不可欠ではないもの）
・申請者が任意で加入する長期保証等の保証料
・補助金申請の手続きのみに係る経費
(第1号様式)					（14/3）

・家庭用燃料電池システムの設置以外の工事（住宅建設工事等）
補助金交付申請兼実績報告時チェックリスト（エネファーム）

※書類を提出する前に、必要書類が揃っているか、必ずご確認ください。
※提出書類は写しでも差し支えありません。
	提出書類

	□
	①　補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）
➤未記入箇所・チェック漏れ・記入ミスはありませんか。

	□
	②　「工事請負契約書の写し」、「売買契約書の写し」又は「注文書・注文請書の写し」
➤契約者名は、「交付申請書兼実績報告書」の申請者氏名と一致していますか。
➤申請者と工事請負業者の双方の押印がなされていますか。（電子契約の場合は不要です。）
➤印紙は正しい金額で貼付、消印が押されていますか。（電子契約の場合は不要です。）
➤家庭用燃料電池システムを設置することが分かる記載がありますか。（契約書に記載がない場合は、契約金額が分かる書類を添付してください。また、その場合の内訳書の合計金額は、契約書の契約額と一致している必要があります。）

	□
	③　申請者の「住民票」または住所、氏名、生年月日が記載された「住民票記載事項証明書」の写し（郵送時の消印日前又は電子申請日前6か月以内に発行されたもの）
※法人が申請する場合は不要です。
➤「個人番号」は（省略）となっていますか。

	□
	④　領収書等の申請者が補助対象経費を支払ったことを証明できる書類
➤宛名は、「交付申請書兼実績報告書」の申請者氏名と一致していますか。
※例えば夫が申請者の場合、妻名義の領収書は使用できません。（連名であれば可）
➤印紙は正しい金額で貼付・消印がされていますか。（電子領収書の場合は不要です。）
➤契約書の金額と一致していない場合、但し書き等で対象システムの補助対象経費の内訳の記載がありますか。

	□
	⑤　設置した住宅全体のカラー写真
➤建物全体が映っていますか。
➤複数の住宅が写っている場合は、矢印等で特定していますか。

	□
	⑥　エネファームの設置状況を示すカラー写真

	□
	⑦　「エネファーム安心サポート証」またはエネファームの保証書（保証開始日、申請者の氏名及び住所、型式が確認できるもの）

	□
	⑧　エネファームの製造番号及び発電出力が確認できるもの（銘板のカラー写真等）

	□
	⑨　「くらしカーボンニュートラルクラブ」入会申込書
※（個人（個人事業主及び管理組合の管理者を除く。）に限る。）

	□
	①～⑨のすべての書類が揃っていますか。
➤その他にも必要な書類がある場合があります。⑩～⑬に該当しないかご確認ください。
➤不足がある場合、受付できません。

	□
	申請書や添付書類の控えは取りましたか。
➤ご提出いただいた申請書等の返却はいたしかねますので、予めご了承ください。

	次に該当する場合は、以下の書類も必要です。

	□
	【個人（共同住宅での申請）、法人が申請する場合】
⑩　対象システムの設置場所が名古屋市内の住宅であることが確認できる書類（対象システムを設置した住宅等に居住している者の住民票もしくは住所、氏名、生年月日が記載された住民票記載事項証明書又は対象システムを設置した住宅等の登記事項証明書（交付申請書郵送時の消印日前又は電子申請日前6か月以内のもの。）、固定資産の評価証明書もしくは固定資産税の課税明細書等（令和8年度のもの。））

	□
	【対象システムが設置された住宅を購入した場合】
⑪　住宅の引渡証明書等の住宅の引渡日が確認できる書類
➤申請者の氏名、住宅の住所、引渡日が記載されていますか。

	□
	【法人が申請する場合】
⑫　法人の「登記事項証明書」（郵送時の消印日前又は電子申請日前6か月以内に発行されたもの）
➤各法務局で発行した書類ですか。（登記情報サービスから出力した書類は使用できません。）
➤本店又は主たる事務所が名古屋市内となっていますか。

	□
	【管理組合の管理者が申請する場合】
⑬　管理規約及び管理組合の管理者の選任が確認できる資料




申請者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




